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酒類販売業免許の免許要件誓約書 

 
         税務署長 殿 
 
 

 

 申請（申出・申告）

販売場の所在地及び

名称 
 

 

  
 

 
  申請（申出・申告）者が個人の場合 
 

 

私（及び法定代理人）の免許要件について、別紙１及び２のとおり誓約します。 
なお、この誓約内容に偽りがあった場合、酒税法の規定により、その事実が①審査段階で判明したと

きは拒否処分、②免許取得後に判明したときは免許の取消処分を受けることがあることを承知していま
す。 
 

平成   年   月   日 

          （申請（申出・申告）者の住所） 

          （氏 名）                   印 
 

 

  下記法定代理人は、誓約内容を確認しているので、各法定代理人それぞれの誓約に代え、代表して誓

約します。 

  （法定代理人氏名） 
 
 
 
                   平成  年  月  日 

          (法 定 代 理 人 住 所) 

           (法 定 代 理 人 氏 名)                    印 

          (申請（申出・申告）者との関係) 
 

 
  申請（申出）者が法人の場合 
 

 

当社及び役員等の免許要件について、別紙１及び２とおり誓約します。 
なお、この誓約内容に偽りがあった場合、酒税法の規定により、その事実が①審査段階で判明したと

きは拒否処分､②免許取得後に判明したときは免許の取消処分を受けることがあることを承知していま
す。 
 
                    平成   年   月   日 

          （申請（申出）者の所在地）   

          （名 称及び代 表者氏名）                  印 
 

 

下記役員等は、誓約内容を確認しているので、各役員等それぞれの誓約に代え、代表して誓約しま

す。 

  （役職及び氏名） 

   代表取締役  

   取締役    

   取締役    

   監査役    

   支配人    
 
 
                     平成   年   月   日 

          (名 称）  

          (代 表 者 氏 名)                   印 
 

酒 税 



 

                                           （別紙１） 

誓    約    項    目 

申請者等の誓約内容 順

号 

申 請 

（申出）者 
役員等 法定代理人 

 

 １ 酒税法10条１号から８号関係（人的要件） 
 

 

 

 
   －

 

 

 

 

 １号関係： 申請（申出・申告）者が酒税法(12条1､2､5号、13条、14条1､
2号)の規定により免許を取り消されたことがない又はアルコ
ール事業法の規定により許可を取り消されたことがない。 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 
 はい・いいえ 
 
 

 はい・いいえ
 
 

 ○1
 
 

 

 ２号関係： 申請（申出・申告）者が1号に該当する法人の業務執行役員

をしていた者でその取消の日から3年を経過するまでの間の申

請（申出・申告）でない。 
○ 酒類の製造者又は販売業者である法人が、酒税法（12条1､2､5号、

13条、14条1､2号）の規定により免許を取り消された法人 
○ アルコール事業法の許可を受けた法人で、同法の規定により許可を

取り消された法人 
 

 はい・いいえ 
 
 (個人のみ) 
 
 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 
 
 
 

 はい・いいえ
 
 
 
 
 
 

 ○2
 
 
 
 
 
 

 

 ３号関係： 申請（申出・申告）者が未成年者又は成年被後見人、被保佐
人若しくは被補助人のときに、その法定代理人が1､2､7､7の2､
8号に該当しない。 

 

 はい・いいえ 
 (個人のみ) 
 

 

 
   ○3

 

 

 ４号関係： 申請（申出）者又は法定代理人が法人の場合にその役員が
1、2、7、7の2、8号に該当しない。 

 

 はい・いいえ 
 (法人のみ) 
 

 

 
 
 

はい・いいえ 
(法人のみ)

 

 ○4
 
 

 

 ５号関係： 支配人が1、2、7、7の2、8号に該当する者でない。 
 

 はい・いいえ 
 

 

 
   ○5

 

 

 ６号関係： 申請（申出・申告）者が免許の申請前２年内において国税
又は地方税の滞納処分を受けていない。 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 
 
 

 
 

 ○6
 
 

 

 ７号関係 
 

  国税等に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ又
は通告処分を受けたことがない。 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 

 はい・いいえ
 
 

 ○7
 
 
 
 
 
 
 

 

 ［上記で「いいえ」に○を付した場合］ 

  申請（申出・申告）時において、それぞれ、その刑の執行を終わ

り、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を

履行した日から３年を経過している。 

 はい・いいえ 
 
 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 
 

 はい・いいえ
 
 
 
 

 

 ７の２号 

 関係 
 
 
 
 
 
 
 

 

  未成年者飲酒禁止法若しくは暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律等の規定により、又は刑法等に定め
る一定の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられたこ
とがない。 

 

 はい・いいえ 
 
 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 
 

 はい・いいえ
 
 
 
 

 ○8
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ［上記で「いいえ」に○を付した場合］ 

  申請（申出・申告）時において、その執行を終わった日又は執行

を受けることがなくなった日から３年を経過している。 
 

 はい・いいえ 
 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 

 はい・いいえ
 
 
 

 

 ８号関係 
 
 
 
 
 
 

 

  禁錮以上の刑に処せられたことがない。 
 
 

 はい・いいえ 
 (個人のみ) 
 

 

 はい・いいえ 
 
 

 はい・いいえ
 
 

 ○9
 
 
 
 
 
 

 

 ［上記で「いいえ」に○を付した場合］ 

  申請（申出・申告）時において、その執行を終わった日又は執行

を受けることがなくなった日から３年を経過している。 
 

 はい・いいえ 
 (個人のみ) 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 

 はい・いいえ
 
 
 

 

 【理由等】 
 
 
 

 
 
 

 

 ２ 酒税法10条９号関係（場所的要件） 

    申請販売場が取締上不適当と認められる場所でない。 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 －
 
 

 

 

 

 (1) 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、料理店等と同
一場所でない。 

 

 はい・いいえ 
 

 

  

○10
 

 

(2) 申請販売場の申請者の営業が販売場の区画割り、専属の販売従事
者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体
の営業と明確に区分されている。 

 はい・いいえ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

○11
 

 

 【理由等】 
 
 
 

 
 
 



 

                                           （別紙２） 

誓    約    項    目 

申請者等の誓約内容 

順

号 

申 請 

（申出）者 

役員等 法定代理人 

 

 ３ 酒税法10条10号関係（経営基礎要件） 
   (注) 酒税法10条10号関係の要件を充足するかどうかについては、次の事項から判

断します。 
 

 

 

   

 －
 
 

 

 (1) 申請（申出）者が、破産者で復権を得ていない場合に該当しない。 はい・いいえ 
 

  

○12
 

 

 

 

 (2) 事業経営のための経済的信用の薄弱、経営能力の貧困等経営の基 

礎が薄弱であると認められない。 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 －
 
 

  

 イ 現に国税若しくは地方税を滞納していない。 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 

 

○13
 

 

 ロ 申請（申出）前１年以内に銀行取引停止処分を受けていない。 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 
 

 

 ○14
 

 

 ハ  最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損

  失が資本等の額を上回っていない。 
 

 

 はい・いいえ 

(法人のみ) 

 

 はい・いいえ 
 

 

 

 

 ○15
 

 

 ニ 最終事業年度以前３事業年度のすべての事業年度において資本等

の額の20％を超える欠損となっていない。 

 

 はい・いいえ 

(法人のみ) 

 

 はい・いいえ 
 

 

 

 

 ○16
 

 

 ホ 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受けていない又は告
  発されていない。 
 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 
 

 

 ○17
 
 

 

 ヘ 建築基準法等の法令又は条例に違反しており、建物の除却若しく

  は移転を命じられていない。 

 はい・いいえ 
 

 

 

 

 

 

 ○18
 

 

ト 酒類の適正な販売管理体制を構築することができる。 
 

 

 

 

 はい・いいえ 
 
 

   

 ○19
 

 

 (3) 申請（申出）者は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業

を経営するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこ

れらの者が主体となって組織する法人である。 
 

 

 はい・いいえ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 ○20
 
 
 

 

 (4) 申請（申出）者は、酒類の販売業を継続して行うために必要な所

要資金を賄うに足りる所有資金等を有している。 
 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

○21
 

 

 (5)  酒類の販売業を継続して行うために必要な販売施設及び設備を有して

いる者又は必要な資金を有し免許年度の終了日までに販売施設及び設備

を有することが確実と認められる者である。 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 
 

 

 

 

○22

 

 【理由等】 
 

 

 
 
 
 

 

 ４ 酒税法10条11号関係（需給調整要件）  

   酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販

売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に当たらない。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 －
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1) 設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定され

ている法人又は団体でない。 
 

 

 はい・いいえ 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 ○23

 
 
 

 

 (2) 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない。 
 

 

 はい・いいえ 
 

 

 
 

 

 

 

○24
 

 【理由等】 
 
 

 

 
 
 
 

 

 ５ 酒税法14条１号関係  

   偽りその他不正の行為により、酒類の販売業免許を受けていない。 
 

 

はい・いいえ 
 
 

 

 
 

 

 

 

○25
 

 

６ 酒税法14条３号関係  

   ２年以上引き続き、酒類の販売業を休業していない。 
 

 

はい・いいえ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○26  

 



 

 

「酒類販売業免許の免許要件誓約書」の作成に当たっての留意事項 

 

 

１ この誓約書は、酒類の販売業免許を申請（申出・申告）しようとする場合に、申請（申出・申告）者、その法定

代理人、役員又は支配人につき、販売業免許の欠格要件に該当する事実がないことについて誓約を求めるものです。

 税務署においては、この誓約内容をもとに、申請（申出・申告）内容が法律上の要件に合致するかどうか審査を

行います。 

  なお、酒類の販売業免許等区分ごとに誓約が必要な事項は、以下の表のとおりです。 

       

         販売業 

（卸・小売）

条件緩和・

条件解除

期限付

卸・小売 
相続 

1 人的要件 酒税法10条1号から8号関係 ○ ○  ○ ○ 

2  場所的要件 〃   9号関係 ○         ○  

3 経営基礎要件 〃    10号関係 ○     ○  

4 需給調整要件 〃    11号関係 ○ ○    ○  

5、6 

その他の要件

〃  14条1号関係  ○      

〃     3号関係  ○      

 

 ２ 記載の仕方 

  (1) 誓約が必要な事項 

       誓約が必要な事項は、申請（申出）者が個人か、法人かにより異なります。 

  イ 申請（申出）者が個人の場合 

   (イ) 申請（申出）者である個人自身が誓約すべき事項 

     （誓約書の順号）○1 、○2 、○3 、○5 、○6 、○7 、○8 、○9 、○10、○11、○12、○13、○14、○17、○18、○19、○20、○21、○22、 

○24、○25、○26  

   (ロ) 申請（申出）者に法定代理人がいる場合に、そのすべての法定代理人が誓約すべき事項 

     （注）法定代理人が法人の場合には、その法人のすべての役員も同様に誓約することとなります。 

      （誓約書の順号）○1 、○2 、○4 、○7 、○8 、○9  

    ロ  申請（申出）者が法人の場合 

      (イ)申請（申出）者である法人自身が誓約すべき事項 

     （誓約書の順号）○1 、○4 、○5 、○6 、○7 、○8 、○10、○11、○12、○13、○14、○15、○16、○17、○18、○19、○20、○21、○22、 

○23、○24、○25、○26  

   (ロ) 法人の役員及び主たる出資者が誓約すべき事項 

     Ａ 代表権を有する役員及び主たる出資者 

（誓約書の順号）○1 、○2 、○7 、○8 、○9 、○13、○14、○15、○16、○17  

Ｂ Ａ以外の役員 

（誓約書の順号）○1 、○2 、○7 、○8 、○9  

  

 （注）１ 申請（申出）者は、自己の誓約内容とともに、法定代理人又は役員、支配人の誓約内容についてもすべて 

自ら確認した上で、記名・押印してください。 

    ２ 法定代理人が複数存在する場合には、個々の法定代理人の誓約に代えて、その代表者において、すべての 

法定代理人の個々の要件についての誓約を取りまとめて、代表して誓約してください。 

    ３ 役員又は支配人が複数存在する場合には、個々の役員又は支配人の誓約に代えて、申請（申出）者たる法 

人の代表取締役において、すべての役員又は支配人の個々の要件についての誓約をとりまとめて、代表して 

誓約してください。 

  

免許等区分 
誓約関係 



 

 

(2) 記入方法 

   誓約者は、「誓約項目」について、「誓約内容」欄の「はい」又は「いいえ」のいずれかに○を付してください。 

    なお、誓約内容について「いいえ」に○を付した場合には、「理由等」欄に該当項目の順号を記載した上で、そ

の内容を略記してください（「理由等」欄に記載しきれない場合には、適宜理由を記載した書面を添付してくださ

い。）。 

 
 

 この誓約の内容を偽るなど不正行為があった場合には、①その不正行為が審査段階で判明したときは拒否処分、②不正 

行為により販売業免許を取得したときは取消処分の対象となります。 

（注）不正行為により販売業免許を取得した場合は、その不正行為によって取得した製造免許だけでなく、その者が有して 

いるすべての酒類の製造及び販売業免許について取消処分を受けることがあります。酒類の製造及び販売業免許の取消 

処分を受けた場合には、①取消処分を受けた酒類の製造及び販売業免許者、②取消処分を受けた酒類の製造及び販売業 

免許者が法人であるときにはその法人の業務を執行する役員、及び③これらの者が役員となっている法人は、原則とし 

て、新たに酒類の製造及び販売業免許を受けることはできなくなります。 
 




